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第５回 恵那市恵那南地区統合中学校準備委員会 

理事会 （会議録） 

 

会議の名称 第５回恵那市恵那南地区統合中学校準備委員会理事会 

開催日時  令和６年３月29日 午後７時00分から 

開催場所  岩村コミュニティセンター ２階 大会議室 

議題 ・課題の審議 

課題１ 新中学校の名称について（総務部会） 

課題 11 スクールバスの運行に関すること（環境部会） 

課題 13 部活動に関すること（環境部会）  

公開非公開の別 公開 

出席者  委員 

西尾 公男 

纐纈 佳恭 

宮地 喜義 

原田 英明 

若森 慶隆 

杉山 淳 

平林 道博 

安藤 常雄 

安藤 忠宏 

小林 弘明 

成瀬 久志 

中垣 野歩 

片桐 慎一 

  教育委員会 

岡田 庄二 

工藤 博也 

鈴村 幸宣 

佐々木和美 

安藤 善和 

丸山 頼彦 

青木  茂 

市川 太一 

会議の内容 会議録のとおり 

傍聴者の数 ４名 

 

事務局  それでは、少し時間より遅れてしまいましたけれども、本日は年度末のお忙し

い中、またお仕事でお疲れのところ、お集まりいただきまして誠にありがとう

ございます。ただいまより第５回恵那南地区統合中学校準備委員会理事会を開
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催したいと思います。よろしくお願いいたします。 

     では、着座にて失礼いたします。 

     この会議につきましては、設置要綱第７条第９項によりまして、委員の参加は

過半数以上ということで成立するということになっております。本日、委員の

皆様は過半数以上の出席ということで、この会議は成立するものといたします。

よろしくお願いいたします。 

     まず、この準備委員会のアドバイザーの岐阜聖徳学園大学の教育学部、玉置教

授並びに福地准教授の先生方は、本日、欠席のご報告をいただいておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

     それでは、次第に沿って進めていきますので、円滑な会議の進行についてご協

力をお願いしたいと思います。 

     では初めに、理事長よりご挨拶いただきます。 

理事長  こんばんは。よろしくお願いします。 

     着座でお願いいたします。 

     本当、年度末の忙しい中、会議にご出席くださいましてありがとうございます。

今日の理事会では、専門部会で議論し、案として取りまとめられ、そして３月

２１日に開催されました第２回幹事会の審議、調整されました３つの議題につ

いて審議をしたいと思います。理事の皆様方の活発なご意見をいただき進めて

いきたいと思っております。 

     手短でございますが、以上で理事長挨拶とさせていただきます。 

事務局  ありがとうございました。 

     それでは、次第の２です。会議録の承認ということで、第４回の会議録のほう

を皆様にさきにお送りしておりますので、そのことについてご意見があればお

伺いいたします。よろしくお願いいたします。よろしかったでしょうか。 

理 事  あれですか、この前に配られた資料の中での質問か何か。 

事務局  第４回の会議録の中で、何か発言の中で、これは違うなというので、ご自身の

発言が間違っていたらご意見をいただきたいということでございます。このま

ま公表いたしますので。 

理 事  はい、じゃあお願いします。 

事務局  はい、どうぞ。 

理 事  ２３ページですけどね、前回、私は、最終的に様々な事項の決定権は委員会、

総会にあるので、理事会で決めるのは、確かに理事会で決定というのは間違っ

てないですけど、設置要綱を見ると、理事会は委員会に対する提案を、幹事会

から上がってきたものを承認して、委員会に提出することが仕事で、最終決定

権はないというふうに言いました。そうしたら、設置要綱の何条でしたっけ、

できる条項がありますよね。 

事務局  第７条でしょうか。の１２。 

理 事  ７条のところで、緊急に値するから準備委員会にはかけないというふうにおっ

しゃいました。そして、だからてっきり、そのまま緊急に当たるんだというこ

とを言いましたが、緊急に当たるということでしたけど、送ってきた議事録を
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見ると、簡易な事案に該当させますというふうに、全然理由をすり替えてるん

ですよね。これ、どうして訂正したのか、理由も何も書いてないですね。 

事務局長 はい。この後、説明する予定でしたので、説明させていただきます。 

理 事  例えばこれ、簡易な事案って事務局ありますけど、これ、設置要綱を読むと簡

易じゃないですよ。軽易。 

事務局長 そうですね。それは間違いですね。 

理 事  全然真面目に見てないじゃないですか。簡易と軽易と全然意味が違いますよ。 

事務局長 軽易ですね、はい。じゃあ、そこは訂正させていただきます。 

     では、お答えさせてもらってよろしいですか。 

理 事  はい。 

事務局長 前回、私の発言の中で、今言われましたように、緊急というようなことですか

と言われたところで、「はい」というような答えをさせていただきました。そ

の中なんですけども、まずこの議事録に関しましては、今日訂正後は「簡易な

事案」と書いてございますので、これは「簡易」ではなく「軽易」というとこ

ろで訂正をさせていただきたいと思います。 

     この７条の１２項の解釈でございますけども、軽易というのはその案件自体を

軽く見るという意味だけではなくて、我々としましては、部会で協議していた

だく中で課題がございます。課題が、部会での検討が全て終了した時点で、幹

事会、理事会で取り上げていただき、総会で取り扱っていきたいということを

考えております。なので、そうはいっても部会の判断だけでどんどん進んでい

ってしまっては情報共有等も図れませんので、段階段階で理事会の皆様にご報

告をし、認めていただいた中で、そしたらその次の段階の協議に入っていくと

いうような解釈で進めていきたいというふうに考えております。 

     そういったことから、緊急というよりも、この軽易というようなところに当て

はめさせていただき、例えばでいいますと、今日の案件で出ておりますけども、

総務部会のほうでは校名を公募でやるというような決定がされています。その

中で、まずは応募してもいいですかというところを、この理事会で第一段階と

してご承認いただき、そしたらこの後、公募を始め、その後出てきた案の中か

ら総務部会のほうで、これは何をどういう形で今度決めていくかというような

形の協議になろうかと思います。 

     そうすると、そこで投票になるなり、もう一度応募するなり、候補を挙げて応

募するなりといった、いろんな方法が出てくるかと思いますが、それが決まっ

た段階で、じゃあ総務部会としてはこの案で校名は決めていきましょうという

最終段階になりましたら、今度は総会を開いて決めていくと。 

     なので、令和５年度総会は冒頭の１回のみでしたけども、その後、各部会で段

階的に協議をしていただいております。現段階では、現時点で終了しているよ

うな案件はございませんが、この理事会を経て次の総会には３つのほどの案件

が総会の議題として上げていけるんではないかなというふうに考えております。 

     以上です。 

理 事  じゃあ、普通教室を運動場のところに新たに新築するという、簡単に言うと基
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本設計ですよね。基本設計が委員会で了承されたんですけど、それ軽易な事案

と考えるんですね。 

事務局長 校舎につきましては、まず、あそこの場所で造るというところでご承認をいた

だきましたので、その後、今その内容をどうしていくかというところを設計中

でございます。環境部会のほうで、校舎にはこういったものが、機能があると

いいとか、こういった設備があるよとか、こういった広さが欲しいねというよ

うな議論をされておりますので、そういったところを今の設計に反映した段階

で、もう一度環境部会に諮り、それが最終決定として上がってき、総会で承認

をするというようなプロセスにしております。なので、あの件に関してもまだ

協議の途中段階というふうに理解してます。 

理 事  じゃあ、これ、行政の人なら知ってみえると思いますけど、これ、できる規定

ですよね。 

事務局長 はい。 

理 事  だから、緊急を要する事案とか軽易な事案については、きっちりと総会の承認

に代えることできるんですけど、軽易でないものや緊急を要しないものについ

ては、やってはいけないというふうに言ってるんですよね。とても基本設計で

予算をつくようなものが軽易なものに思われないし、それから、これで今年度

が終わるんですけど、結局、統合準備委員会を開いたのは１回ですよね。年度

が替わるので、統合準備委員で替わる人もいますよね。１年間、専門部会がち

ょろちょろと意見を言ったかもしれないけど、統合準備委員会の準備委員とし

て委嘱されたけど、１回目の顔見せのときだけで、１年間、統合準備委員会い

うのは何も参加してないですよ。それで、辞めてく、替わっちゃう。 

     そんなんで、統合準備委員の人たちで一生懸命、より子どもたちにいい学校を

つくるようにしたいというふうに思ってなられたと思うんですけど、１年間で

１回の準備委員会というのは、本当に令和８年に向けてやっていこうという気

があるんですかね。 

事務局長 令和５年度に関しては１回のみでしたけど、最初に委嘱する中で３年間という

ような委嘱をさせていただいております。それぞれの組織の中で、ご事情があ

って、委員を交代される方もいるかと思いますが、我々としては３年間で委嘱

したという形で、それぞれの皆さんは部会に分かれていただき、ご自身の意見、

各代表の意見を言っていただいたというふうに思っております。 

     そんな中で、５年度については始まりでしたので、部会で協議することが多く

ありました。なので、総会に出していくまでのプロセス段階がまだ全て終わっ

ているわけではないというふうに解釈をしております。部会をかなりやってい

ただきましたので、今後６年度につきましては、５年度とはちょっと異なりま

して、かなりの頻度で総会を開き、その中で承認をしていただくというような

回数が増えてくるかと思いますので、ご協力をお願いしたいと思います。 

     以上です。 

事務局  それでは、そのほか、よろしかったでしょうか。 

理 事  すみません、１つだけいいですか。 
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     今、部会で発言することをって言われたんですけど、以前の総務部会で、発言

された方に対して、ここで議論することではないですというようなことで議論

を一蹴されるようなことがあったんですけれども、それだとちょっと今言って

ることがおかしいかなというふうに思ってるんですけど。 

事務局長 総務部会は、そもそも何を協議するということが、皆さんご承知かと思います

けど、ここに書いてありますように、中学校の名称について、校歌について、

校章について、校訓について、制服・かばんについて、こうしたことを協議す

るのが総務部会でございますので、それ以外のもし話題になったという、そう

いうことであれば、そういったような形で、この総務部会では取り扱う案件じ

ゃありませんというような答え方もしたかもしれません。 

理 事  ってなると、やっぱり総会がないと委員の発言はできないということですかね。 

事務局長 総会も、そもそも論、準備委員会というもの自体が、新しい学校をつくってい

くための準備委員会ですので、各部会で協議したものを総会で決めていくと。

なので、総会で統合の是非を問うとか、そんなような位置づけではございませ

んので。あくまでも、これは開校するための準備委員会、それに関連する議題

を議論するというのが総会でございます。 

理 事  そういう視点で多分話されてたと思うんですけれども、そのようにすり替えて

発言されたということですか。自分が聞いてた中では。 

理 事  どういうこと？ 

理 事  ん？違います？ 

理 事  何をどうすり替えた？ 

理 事  だから準備委員会じゃなくて、ごめんなさい、総務部会に対する、そのことに

対して発言されてたんじゃないかなって僕は思ってたんですけれども。 

事務局長 総務部会で協議すべき内容であったかどうかということです、その発言された

ことが。それがそうではないということで、部会のほうで判断されたんであれ

ば、この部会で協議することではありませんというような発言になったと思っ

てます。 

理 事  分かりました。 

理 事  これ、例えば準備委員は６９人いますよね。で、理事は１９人なんですよね。

で、理事会というのは一般的にこんな、６９人で総会ができないときに、例え

ば何だっけ、農協とかさ、そういう総会ができないときに理事会を組んでやっ

て、６９人の委員を選んでるんだから、例えば理事会はなしにしても総会でき

ちっと一人一人の、６９名という多様な意見で決めてくというふうな原則にし

ないと、結局、理事会で、理事会でってなっちゃって、みんなその６９引く２

２だから４７人か、は全然その統合の準備に関わってないですよ。 

理 事  いや、そんなことないですよ、みんな部会に出てるんですから。そんなことは

ないです。 

理事長  それはないと思いますけど、みんながそれぞれの部会でやってきたことをここ

へ上げてくるんだもんで、それでまとめていくということで。 

理 事  例えば、決めたことで、令和６年度からの総合的な学習の時間をどうするかと
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いうことを決めて、令和６年度から取り組むということになったんですけど、

そういうときに、どうして総会でそういうことを準備委員の人に話しかけてあ

げないんでしょうね。 

事務局長 方向性としては、令和６年度から取り組んでいくということは決めていただき

ましたので、次回、今度５月の末に総会をやる予定ですが、そのときには総会

に上げて、こういった事業をやっていきたいというようなところも含めながら、

ご承認をいただく予定で今考えています。始まる前にということで、６年度の

中で交流事業を始める前に、そういった手続を踏んで初めていきたいというこ

とでございます。 

理 事  でも、決まっちゃってるんですね、もう。令和６年度のことは。 

事務局長 ６年度に交流事業をやるってことは決まってますけど。 

理 事  中身も決まってるよ。 

事務局長 はい。で、それをご承認いただいて、実施に移していくということでございま

す。 

理 事  できる限り、その法律といいますか、法令に沿って、ここにあるように、委員

会は第７条に規定する理事会の決定に関する承諾を所掌するとありますよね。

だから理事会の決定に関する承諾を総会がきちんとしないで、理事会のみで決

定していくということについて、私はすごく何か疑義があるというか、いろん

な方が、さっきの発言は取り消しますけど、でも、その最終決定に関わってな

いんですよね。 

事務局長 なので、この後、今日のご審議いただく議題も含めて、前回ご承認いただいた

ところも併せ、最終段階になってるものについては、総会に諮って決めていこ

う、承認していただく予定で進めますので、お願いしたいと思います。 

理事長  準備委員会で、理事会で諮って、それからまた総会へ諮るというような手順で

いきますので、今は準備段階ですので、一足飛びにはできませんので、まどろ

っこしいとこもあるかも、準備としてそのことは、準備委員会ということに重

きを置いて、一歩一歩進めていくということで、最終的には総会で諮ることで

ございますので、よろしくお願いします。 

     よろしいですか。 

事務局  そのほか、よろしいでしょうか。 

     はい、ありがとうございます。それでは、第４回の会議録については承認をい

ただいたということで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

     では、ここから３の議題、議事に入りたいと思います。 

     ここからの進行は、要綱により理事長が進めることになりますので、よろしく

お願いいたします。 

理事長  じゃあ、これから議題に入っていきたいと思います。 

     設置要綱第７条第８項の規定により、理事長が進行いたします。議事の進行に、

皆様のご協力をお願い申し上げます。 

     本日は、課題１、新中学校の名称について。２、課題１１、スクールバスの運

行に関すること。課題１３、部活動に関することの３議題についてを審議いた
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します。 

     では、課題１、新中学校の名称について、総務部会よりご説明を求めます。 

     総務部会長様、よろしくお願いをいたします。 

総務部会長 

     新中学校の名称に関しましては、まず公募で決めるということが確認されまし

て、その方法とか内容について協議してきました。その結果、公募期間は１か

月間、公募範囲は市内在住者で、市外であっても統合対象中学校卒業生につい

ては対象とする。それから、公募方法は紙、ネット等を駆使してやるというこ

とが決まりました。そして、公募開始日は令和６年４月１日からということに

なりまして、実質上はそのテクニカルな問題からいきますと、４月の１週目ぐ

らいから５月の１週目ぐらいまでの、ちょっと日付としては幅が出るかもしれ

ませんが、基本的には４月１日から１か月間ということになります。応募の要

項あるいは具体的な方法に関しましては、担当事務局のほうから説明させたい

と思います。 

     以上です。 

理事長  ありがとうございました。 

     では、担当のほうからお願いをいたします。 

事務局  失礼いたします。今、部会長のほうからお話のあった概要については、資料の

２ページのほうに掲載をさせていただいております。具体的に、応募用紙につ

きましては資料の３ページ、４ページのものが両面刷りで応募用紙というふう

にさせていただいております。これと同じ内容の応募がネットのほうで、こち

らに書いてあるＵＲＬ、ＱＲコードを読み取っていただくと、市民の皆さんも

そちらのほうから応募いただくことができますし、各振興事務所を初め市内の、

市役所も含めて、こちらの応募用紙と、それから応募の投函箱のほうを設置さ

せていただいて、こちらの紙にお一人１案、校名を考えていただきまして、応

募がいただけるようにしております。 

     また、小学校、中学校、こども園の保護者の皆様についても、すぐーる、キッ

ズビューのほうで、こちらの応募用紙、それからＵＲＬについての情報を広く

お伝えさせていただいて、ご家族でまたこちらも話題にしていただきながら応

募していただけるようになっております。 

     また、このお名前や校名案、ご住所等、応募用紙にある内容を書いていただけ

れば、この応募用紙以外のもので市役所のほうに送っていただきましたら、そ

ちらも公募の案として受け付けるという形で、郵送ですとかメールとかなども

受け付けるようにしています。ただ、こちらですね、幾つか応募の条件はつけ

させていただいておりまして、統合中学校の現在の校名に関わるものについて

は、それ以外の言葉で、名称で応募、校名をお考えいただきたいというところ

でございます。新しい中学校ですので、児童、生徒、保護者、地域の皆様に、

将来にわたって親しんでいただける校名を募集しているところでございます。 

     この後ですけれども、応募のあった校名の中から、統合準備委員会のほうで候

補を検討しまして、教育委員会のほうに提案をしてまいります。ただ、その公
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募の検討の中で、必ずしも票数が多かったものがそこで選ばれるかどうかにつ

いては、またその検討の中で出てくる、決まってきますので、ご承知おきくだ

さい。 

     応募につきましては、以上でございます。 

理事長  はい、ありがとうございました。 

     今、担当の総務部会長からの説明と、事務局より応募に関する方法論とが説明

がありましたけど、ご意見のある方は挙手をもって、指名いたしますので、意

見のある方はお願いをいたします。 

理 事  ２つお願いします。いいですか。 

理事長  はい、どうぞ。 

理 事  １つ目は、総務部会のほうから校名を募集するという提案があったので、一生

懸命考えて応募したいなと思いますけども、これって今ここで校名を募集する

かどうかを審議して決定するんですかね。 

総務部会長 

     この校名を公募するかどうかまで総会にかけるということ？ 

理 事  いや、そういうことじゃない。それはさっき諦めましたので。 

総務部会長 

     要するに、校名をこの校名にしますということについては、総会までいかなき

ゃいけない話ですが、公募するかどうかとか、その辺は総会に？ 

理 事  いいですよ。それは全然、私は問題ないと思ってますけど、私が聞きたかった

のは、今日この場で校名を募集するという案について、賛否を問うのか。問う

んだと思うんですけど。 

理事長  はい、そうです。 

理 事  例えば、３月１９日の日に地域自治区の会長会議があったんですけど、そのと

きに統合準備室のお二人が見えて、恵那南地区統合中学校の校名の募集は公募

で行いますので、よろしくお願いしますって言って、ここに書いてあるような

ことをずっと話されていったんですけど、これ、結局、茶番劇と言っちゃ申し

訳ないですけど、決まってるんですよね、もう。あんなふうに地域の自治会長

さんに校名募集しますよって言われたんですけど。私は何か唐突だったので、

まだそんなもの理事会でも決まってないんじゃないの？って思ったんですけど、

もう既にここの場で審議する以前にこういうプリントが出て、４月から校名案

を募集しますっていって、事務局として言ってみえるけど、そういうことを事

務局が言っていいんですかね。 

事務局  よろしいですか。私のほうで説明させていただきました。そのときには、４月

から公募するということは言っていないと思います。４月１日から公募すると

は言っていないので。 

理 事  ああ、はい、そうです。 

事務局  ４月以降に公募する予定ですと言っただけですので、まだここで、もちろん理

事会で承認された後ということでしたので、今そのような感じで進んでいると

ころですというふうに言わさせていただいたところです。 
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理 事  それ、公募期間のことでしょう。公募期間は決まってなかったよね、そのとき。 

事務局  決まってなかったです、はい。 

理 事  でも、例えば校名案を募集するということで、応募資格は何で、応募件数は何

でって言われましたよ、みんなこれ、紙に書いて。 

事務局  そうですね、はい。そのような形で、総務部会では案として出されましたので、

今後そのように公募していく予定でいますということで、お話だけさせていた

だきました。 

理 事  その予定なんて書いてない、どこにも。募集するって書いてあるよ。予定です

とか検討してますなんてこと、書いてないんで。 

事務局  口頭で言わさせていただきましたので、ご理解いただきたいと思います。 

事務局長 少し説明が足りなかったのなら申し訳なかったです。自治区の会長会議には、

今後こういった動きをします、していく予定ですよということを、情報提供と

いう意味であらかじめ少しお知らせをさせていただいたというところでござい

ますので、そこはご理解いただきたいと思います。もしそこで説明不足、それ

から記入不足がありましたら申し訳なかったです。 

理事長  ほんで、３月の１９日に告知があったという解釈をしていただいて、今日をも

って４月の１日以降に公募するということを決めるということで理解していた

だきたいんですけど。 

事務局長 告知というよりも、その前の段階ですね。こんな形で情報提供というレベル程

度のお話です。 

理 事  まだ、これ、要するに、意思形成過程にあると思うんですよ。それを、こんな

ことを検討してますとか言ったら、そういうふうになってっちゃうというか、

情報提供なんかしていいんですかね、まだ決まってもいないことを。 

事務局長 我々としては、振興事務所の皆様、自治区の会長の皆様に、この先こういった

動きを理事会で決定していただいたら、こういった動きになることなので、ご

承知おいていただきたいと。それこそ唐突に、いきなり公募が決まったんで、

今日から公募しますんで頼むよって言われても、またそれはそれでご迷惑をか

けちゃうと思ったので、そういった形で情報提供という意味合いで出させてい

ただいたということでございます。 

理 事  委員長、いいですか。 

理事長  どうぞ。 

理 事  教育委員会は、今、話を聞いとるとさ、そこでどうのこうのってことじゃなし

に、やっぱり一番大事にしなきゃいけないのは、やっぱり段取りとルールなの

で、その段取りルールをもう一度ちゃんときちんとしながらやっていくという、

そのことに尽きるんやないの？ 

事務局長 分かりました。 

理 事  こうだから、こうだからじゃなくて。 

事務局長 ありがとうございます。段取りは確かに大事なところでございますので、より

一層慎重に、丁寧にやっていきたいなと思ってます。 

理事長  それが一番大事だと思いますよ。よろしく。そのようなことで、より一層丁寧
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に説明し、また対応していくということで、私からも教育委員会のほうへお願

いをいたします。 

     それでは、今日の議題であります新中学校の名称について、総務部会からの提

案等が幹事会でも調整されて理事会のほうへ上がってきておりますので、何か

ほかにご意見はございませんか。 

     ほかに意見がなければ、総務部会で決められました、この新中学校の名称につ

いての公募については、提案のとおり４月１日より公募を行うこととしたいと

思いますので、よろしくご参加のほどお願いします。よろしいでしょうか。 

理 事 はい。 

理事長  ありがとうございました。 

     では、続きまして課題１１、スクールバスの運行に関することについてを環境

部会よりご説明を求めます。 

     環境部会長様、よろしくお願いします。 

環境整備・ＰＴＡ・コミスク部会会長 

     よろしくお願いします。 

     環境部会のほうにつきましては、この課題の１１のスクールバスと１３の部活

動ということで、昨年の１１月から毎月１回、１月は行っておりませんが、都

合４回にわたって行ってまいりました。各会議で出ていただいてる方に、非常

に活発な意見をいただきました。 

     それで、まずスクールバスのほうですが、５ページのほうから１とありまして、

（１）から（４）までありますが、１１月と１２月の部会のほうは、現状での

予測し得る範囲の中を想定して、バスをどういう運行にするの？というような

ことを１１月と１２月で、事務局のほうの事前の調べによって状況報告をいた

だきました。それによって、各委員の現状認識といいますか、把握といいます

か、そういうことを行っております。 

     それで、３回目の２月に、運行計画の案を出していただいております。それよ

って、各地域ごとに検討というか、審議といいますか、それに入りました。そ

れで、３月に入りまして、そのものをまとめて整理をして確認をしたものを部

会の意見としてまとめまして、本日承認、オーケーということをいただけるの

であれば、保護者のほうへ確認をする作業のほうへ移行していきたいなという

ことを思っております。 

     概要につきましては、別紙のほうでＡ４の横判の、運行計画の概要書、それか

らカラー刷りの３枚ですね。これのカラーの全体の運行図というものを上げて

おります。これを要約したのがまとめのとこですが、計画の概要として、岩村

で５ルート、山岡で１ルート、２行路になります。それと、明智で５ルート、

串原で２ルート、上矢作で３ルートの計１６ルートを載せました。 

     使用するバスですが、当初大型で１回で運んでということもあったんですが、

きめ細かな対応というようなことで、中型のバスとマイクロバスとワゴン車と

いうことで、各ルートの人数によって工夫をしております。 

     一番これ問題になろうかと思いますが、通学時間の最長ですが、４５分という
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ことになりました。ちなみに、全１６ルートの平均は３０分弱ということにな

っておりますが、これを今日承認をいただければと思います。あとの基本的な

運行計画の方針等いかんについては、事務局のほうからお願いをします。 

理事長  はい、ありがとうございました。 

     じゃあ事務局のほう、お願いします。 

事務局  環境部会事務局のほうから説明します。よろしくお願いいたします。 

     では、資料の６ページ、その次のページになります。スクールバスの基本的な

運行方針になります。生徒の安心・安全、通学時間を考慮して、次のことを基

本として運行していきたいというふうになっております。 

     まず１つ目、スクールバスを利用できる生徒は、通学距離が片道６キロ以上と

させていただきました。 

     ２つ目、通学時間は１時間以内となるよう設定させていただきますというとこ

ろで、先ほどちょっとご案内ありました最長区間で４５分というふうに設定で

きました。 

     ３番目、全員が座れるバスの大きさ、そして台数を確保していくというところ

で、中型、マイクロ、ワゴン、この中で乗車人数により車両を決定させていく

ということで進めたいと思います。 

     ４番目、運行ルートは乗車人数、通学時間を踏まえた、効率的な運行ができる

ようルートを設定させていただいております。 

     ５番目は、自宅からバス停までの距離ですね。これは６００メートルを目安に

設置したいというところを基本方針とさせていただきました。 

     ６番目、バス停は、既存の路線バスであったり自主運行バスが使ってるバス停、

ここを使っていこう。これは安全に停車または乗降が可能な場所を選ばれてい

るのが路線バス等のバス停でございますので、そこを使っていくと。 

     このようなことを運行の計画方針とさせていただきました。先ほど少しご説明

がありました、Ａ４の横長の運行計画概要書、ちょっと細かい字で書かせてい

ただいたものと、バスのルート図をお配りさせていただいております。この概

要書は、ちょっと見方をご説明させていただきますと、地区ごとに書かさせて

いただいておるのと、車両の台数、ここでいきますと年度という表示、⑧とい

うのが令和８年度に該当する子どもたちの人数と、その使う車両、これがずっ

と表記してありまして、一番下、合計１６台というふうになっております。こ

のような形でご覧いただければありがたいと思っております。 

     ここでいきますと、上矢作の３号車が一番右下ですね。４５分、ここで最長の

時間ということになっております。この一番右端のところは、令和８年度で運

行を予定するところの各出発地点から学校までの時間を表記させていただいて

おります。 

     ということで、お配りしましたルートの全体は表にありますが、それをまため

くっていただきますと、地区ごとでバス停の表記も踏まえながらルートを書か

させていただいていますので、またお目通しいただければと思っております。 

     そして、またその次のページのところを少し読まさせていただきます。 
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     （３）のスクールバス運行に関する考え方のまとめというふうに記載させてい

ただきました。これは部会での協議においての意見、また考え方を整理させて

いただいて、このようにまとめさせていただいたものになっております。 

     まず１のバスの運行を全部で９項目ほど書かさせていただいております。例え

ば、１番目の土日、夏休み等の長期の休業中の運行はというところに関しまし

ては、もちろん休業日の運行は行いませんというところ。しかし、例えば夏休

み等、学校の行事がある、こういう場合は運行を行いますよということにさせ

ていただいております。これは市内のほかのスクールバスも同様な運行をさせ

ていただいております。 

     もう一つ、１つの例で６番目、下校のときの運行で、生徒の都合により別ルー

トのバスに乗ることや、他の地域の振興事務所で下車したいよということが可

能かなということです。これにつきましては、やっぱり登校と下校は同じバス、

同じルートで乗車することになります。違うルートとか違う場所で降りるって

ことは、ちょっとそれは難しい。これは行き先によってルートやバスの乗車人

数が決まっておりますので、決められたバスでお願いしたいというものになっ

ております。 

     最後のほう、９番、開校に際してバスの乗車のシミュレーションはというとこ

ろでしたけども、これはシミュレーションの機会を設けながら、開校に向けて

生徒が問題なく乗れるような準備はさせていただきたいと考えております。 

     めくっていただいて、次のページになりますと、２番のバス停の乗降方法とい

うことで６項目ほどあります。 

     例えば１番、バス停は一応、目安を６００メートルとさせていただきました。

しかし、同じルートのバスであるならば、申出によって、この６００メートル

以上あるけれども、乗車場所を選択することはできるんでしょうかということ

がありました。これにつきましては、同じルート上であれば乗車人数に変動が

ないので、例えば私は１キロになってもいいので、もう少し先のバス停で友達

と一緒に乗りたいわというようなお話があれば、それは選択することは可能だ

よというふうな考え方をさせていただきました。 

     また２番で、既存のバス停以外のところに新たなバス停をどうしても欲しいよ

ということができるのかということですが、基本的にやっぱりバスの安全な乗

降が可能な場所というところで、既存のバス停を利用するということを大原則

にしたいと思っております。ただし、今回の設定した中でも、どうしてもバス

停が近くにない場所もございました。ですので、数か所、安全確保ということ

を前提に、新規のバス停も設定させていただいてる箇所もございます。 

     あと、３番目のところにあります１番、２番、例えばバスでのＷｉ－Ｆｉの設

置とか、バスの到着時間など運行状況が分かるＩＣＴ、アプリとかというよう

な考え方では、これについては全てのバスに設置していきたいと考えて、その

ように進めたいと思っております。 

     あと４番の通学環境で、例えば１番目、暗い場所でやっぱり通学する場合、街

路灯が欲しいよねという意見も多くございました。これにつきましては、安全
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対策を考えるということで、地域の防犯灯という役割もございますので、地域

の設置についての、地域の皆さんと設置協議をさせていただきながら検討させ

ていただきたいと思っております。 

     このような形で意見が出たことに対してちょっとまとめさせていただいて、ス

クールバスの運行方針を定めさせていただきました。冒頭にありましたように、

この部会としてのまとめの案を今日お示しさせていただきましたので、この理

事会でお話いただいて合意が得られれば、保護者へのこれから確認作業という

ふうに進めさせていただきたいと思っております。 

     私からは説明、以上とさせていただきます。 

理事長  はい、ありがとうございました。 

     ただいま環境部会長並びに事務局より、経過と運行方針、バスルート、時間、

部会での意見等の内容を説明を受けました。この説明を受けまして、ご意見の

ある方は挙手をし、指名された後、ご発言をお願いいたします。では、ご意見

のある方、挙手をお願いします。 

     はい、どうぞ。 

理 事  すみません、確認で。環境・コミスク部会に所属しとるんですけど、バス停の

ルートの件で、上矢作なんですが、木ノ実地区と増沢地区というところで、ち

ょっと離れた奥のところで、実は大馬渡の奥まで行けますよということで提案

して確認をしていただいて、今回の地図にも書かれておるんですが、１点、前

回の部会でも増沢地区というところが入ってなくて。そこ狭いんですけど、今

まででも生徒が通学の途中に車とのよけ合いで、崖というか、ガードのところ

からずり落ちたりして、道路を何とかしてほしいとか、そういったお願いでし

てるんですけど、それは難しいと。 

     なので、ぜひそっちまでバスで迎えに行ってほしいという意見を出して、たし

かその話は分かりましたということを言ってもらったと思ったんですけど。し

かもバスもマイクロじゃなくて、ワゴンかな、何かになるし、ふだんの病院の

バスですとか、そういうものも通れるとこなんで、仮に通学時間が５分なり１

０分延びたとしても、保護者は誰も多分反対することはないと思うんですよ、

安全・安心に通れることを優先してくれればという話で載ってくると思ったん

ですけど、ここに増沢のことが書いてないんで、ぜひこれも入れておいてほし

いと思います。それで、なので、載ってないので、どういうことかなと思って、

ちょっと聞きたいんですけど。 

事務局  じゃあ、事務局のほうから発言よろしいでしょうか。 

理事長  はい、どうぞ。丁寧にお願いします。 

事務局  はい。部会の中で、そのお話はさせていただきました。ルート上のその時間が、

確かにそこまで回るとまた時間が延びますよねというご案内もありましたし、

最終的に保護者の方に確認を取らにゃいけないよねというところです。これか

ら行いたいと思っている、その保護者の方々にもそれぞれ全ての方にお伺いし

て、私の家はここだったのね、やっぱりというご意見も今みたいにあろうかと

思います。 
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     ですので、ここでまずそれを示すのではなくて、この絵は前回お示ししたとお

りの、このままの図面でしたけれども、個別のご意見を聞く中で、じゃあ時間

を延ばして、ここの全員が乗るならば時間は長くなってもいいよというような

ご判断になるのか、そこまで行くのがやっぱりとなるのかというところは、ち

ょっとご本人さんにご確認しないとなかなか決められないよねということがあ

りましたので、この図面の上ではそこまで載せてはございません。 

     ただし、ご意見はもちろん伺っていくというふうに思って、ここの上矢作地区

に限らず、ほかの地域のところも、私の家はここからバス停ここだよというふ

うに決まっとったんですけども、どうしても実際私らはこっちじゃなくて、こ

っちをこういつも通ってるんですよねって人がひょっとかしてあるかもしれま

せんので、そのために確認作業をしながら、また微調整は必要かなというふう

には考えております。 

     ただし、原案をつくっていかないことには話にはならなかったもんですから、

ここでおまとめをさせていただいたんですが、ご意見は承知しておりますので、

そのような形で確認を取っていきたいと思っておりますが、それでよろしいで

しょうか。 

理 事  分かりました。そのことはいいんですけど。 

事務局  なので、しっかり確認したいと、その部分は。 

理 事  そういうところが、例えば色が違ったりとか、確認するとこはこことこことい

うようなことが載ってると分かりやすいかなと思って。 

事務局  すみません。 

理 事  そういうことで。 

理事長  決定事項じゃなく、その場の対応ができるということで。 

理 事  そうですね。 

理事長  なので、その他細かく話し合っていただければと思います。お願いします。 

     はい、どうぞ。 

理 事  そこの辺がちょっとしっかりしてほしいところで。今言われた当事者で、バス

停まで１.２キロあるんです。 

理事長  ６００超えちゃうんで。 

理 事  一番遠い路線で１.２キロ、２０分歩いてバスに４０分ぐらい乗られてという、

一番多分うちが遠くなるんかなってちょっと思うところなんですけど、時間が。

なんで、今言われたとおりに、これ、原案だよと。理事会にかかってから、こ

の原案、保護者の方、このルートですよって出されると、保護者はこのルート

だと思うんです。 

     今言われたように、調整していきますとか微調整します、考えてみますという

曖昧な言葉をされると、出ましたよ、こう決まりましたよ、ああ、決まったん

だなって保護者なっちゃうから、どういうふうにこれ自体が理事会で決めるこ

とだ。さっき言われたように、理事会なのか。バスのルートなんで一番重要な

とこであるということで、総会で承認取らないかんようなことじゃないのかな

って思うところが１つ今ちょっと思うところがあって。 
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     もっといろいろ方法はあると思うんです。バスの本数２台にして、ほんで単純

に僕、ここから、学校まで、法定速度を基準に走ってると３６分かかった。多

分１か所１か所の１分か２分の乗車、乗り降りの停車時間を考えていくと、多

分４５分。８か所あるけど、大体各６か所ぐらいになるんで、なので４５分で

大体いいかなと。じゃあ２台にすれば、乗るところが３か所になればその分が

減るもんで、もっと短い時間で行けるんじゃないかなって、ちょっと思うとこ

ろもあって。それはまた提案ですけど。 

     なので、さっきも言った微調整というのはどういうふうにされてるのかと、意

見をどう吸い上げるかというところがちょっと明確に分からんと、はいってこ

こで、今、いいよねって言われちゃっていいんかなという。すみません、ちょ

っと個人的な主観も入って申し訳ないんですが。 

理事長  いえいえ、とんでもない。今言われたようなことが、微調整の中へつながるこ

とですので、今言われたことを十分、事務局で取り上げるということで調整し

ていくのがいいと思います。 

事務局  ちょっと私のほうからお話しさせていただいてよろしいでしょうかね。 

理事長  ええ。 

事務局  部会の中でも、いろんなご意見が確かに出ました。ただし、結局、それぞれの

お住まいの状況が、やっぱりどうしても部会の中の分かる人の範囲しか分から

ない。かといって、じゃあ、ここの総会では、総会の中の分かる人しか分から

ない。結局は、全ての保護者に最終的に確認する。で、最終ルートを決めてい

かないことには、やっぱり私は分からないよねというのは、その部会の中でも

意見はございました。 

     だから今日は、さっきおっしゃったように、ここで決定というのは何やろうな

というところがあったことはもちろんそうです。ただし、こう基本的なもの、

これですよというものがないうちに、保護者の人に、これですから、ここから

どうでしょうかというというご説明もしにくいですよねという意見があったん

ですよね。 

     基本線はやっぱりある程度これで決めていただいて、それでもってご説明した

中で、さっき言ったような、私んちが実はこっちやったもんでというようなと

ころが、もうちょっとこっちに入れないの？というような意見は恐らく出ると

は思ってます。それが結局、ほかの人もそれぐらいでも妥当ですよねというよ

うなご意見をいただいたものが最終的なバスルートになるのかなというふうに

思ってますので、その微調整という言い方が、確かにどの範囲かいうのが分か

りにくいとおっしゃるのも確かですし、私らも、じゃあ今のとこ、今日おっし

ゃられたところだけ引き出しすればいいのかっていったときに、ほかの意見の

人も出てくるかもしれんから、それだったら同じことになっちゃいますので。 

     ですので、こう取りまとめた１６ルートの案でもって、保護者へのこれから確

認作業をという段取りを今日ご承認いただければ、保護者への確認をしながら、

今言ったような箇所がほかの地区でもあるかもしれませんので、その辺の、だ

からまるっと違うようなことにならなければ、そういう調整も必要かなと思っ
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てるというふうにしか、部会の中ではまとめ切れなかったんですよね。ですの

で、微調整がどこまでの範囲かというのはなかなか即答しにくいというのが現

実なところですけれども、どうでしょうか、その辺のところは。 

理 事  うちだけのことじゃないと思うんで、ほかの地域の方も絶対そういうところが

あると思うので。保護者から吸い上げるっていうのはなかなか難しいと思うん

ですけど、今の６年生、４年生、５年生とか、小学校のほうになってくるので、

そこの保護者に対してそういう吸い上げをしてもらうというようなことをして

いただけるという話であれば。 

事務局  そうですね。 

理 事  今、僕は、ここではたまたま僕は思ったので、ちょっと意見させてもらっただ

けで。 

事務局  そうですね、はい。先ほど、この議題１１のスクールバスに関することという

ところの、その（４）の黒ポツの３つ目ですね。先ほど部会長さんがおっしゃ

っていただいた、これを案として、これからその後、保護者への確認する作業

へ入っていきますよという、ここで決定じゃなしに、これを案として確認して

いきましょうよというふうに進めたいというふうにちょっとおっしゃっていた

だいたので、そこが、今、発言があったこととうまくすり合うのかなというふ

うに思ってるんですけれどもというところで、私の説明とさせていただきたい

と思います。 

理事長  今、事務局からの説明がありましたように、この案をもって調整をするという

ことで理解していただければと思います。よろしくお願いします。 

理 事  はい。理解してるんですけど。 

理事長  ほかに。 

理 事  たびたび、ごめんなさい、ちょっと細かいとこなんですけど、それで気になっ

たのが、この間の部会で提案したことが、すぐ、すごく細かく修正してくれた

んですよ。ありがたいことに、それだったので、先ほど、この増沢のとこは何

もないので、忘れられてるのかなと思ったんです。すごく細かく対応してくれ

てたんで、細かく言うと平岩住宅から、当初、旧道を回るルートだったんです

けど、これは回らなくても、何か平岩住宅の中でくるっと転回できて安全な道

通れますからって、本当最後にお話ししたことが全部こうやって反映されてき

てくれてるので。 

理事長  あ、そうですか。 

理 事  全部やってくれてるなと思ったんだけど、増沢は何も書いてなかったんで。例

えばここは、例えば、何色でもいいんですけど。何かそんなようになってれば

いいんですけど、何もしれっとなってたので。 

事務局  そうしましたら、もし今のご発言があるならば、ここに検討するというふうに

表現をさせていただいた上で、今日の理事会での確認というふうにしていただ

く場合の修正で、できればというふうに思いましたので。 

理 事  そうですね。例えば、この時点ではこう、当然さっきから言われてるように、

年度ごとで生徒の住んでるところや、いろんなとこ変わるので、それこそさっ
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き言われたように、何か今の現時点ではたたき台がないと議論ができないので

当然だと思うんですけど、その辺、特にこの通学に関しては、上矢作だけじゃ

なくて、どこの人も結構敏感になってるとこだと思いますので、そういう保護

者の理解は得やすいのかな、そのほうがと思いますので、お願いいたします。 

理事長  そうです。特段こういう案を出すことによって問題点を浮き彫りにしたり前へ

進んで、よりよいバスルートができるということを、事務局のほうにお願いを

して、理事の皆さんの意見をそのとおりにしたいと思っております。 

     では、ほかにご意見は。 

理 事  すみません、前回の理事会のときに、拠点との関係、バスルートのお話があっ

たと思うんですけれども、その点はどのようにお考えで、どのように反映され

たのか教えていただきたいです。 

理事長  よろしいですか。 

理事長  はい、お願いします。 

事務局  よろしいですかね。それぞれのバスの図面を見ていただきますと、振興事務所

というような表現を書かさせていただいてる場所があろうかと思います。帰り

のときに、その拠点施設で生徒が寄るということも想定をしております。ルー

ト上にあるところは、そこで下車していただけると考えておりますし、例えば

今言った上矢作のルートですと、これ、最終的に例えば横道と書いてあるルー

トですね。ここまでバスは行きますよ。ただし、その後、振興事務所で、拠点

施設で生徒さんが活動したいということがあれば、そこから振興事務所に寄っ

て、そこで子どもたちが降りて、バスがまた戻るということですんで、全ルー

ト、振興事務所、拠点施設になるところ、そこは経由していくという考えでい

きたいと思っております。 

理 事  そうすると、ごめんなさい、先ほどバス停と乗車方法のところに関するところ

と、ちょっとそごが出てしまうんですけれども。降りる場所は、ああ、ごめん

なさい、うん？バスに乗るのは。 

事務局  そうですね。 

理 事  乗るのは、それしか乗れない。 

事務局  そうそう。例えば、この本来であれば横道というところに戻ってくるんですけ

ど、例えば大野へ行く子たちが、じゃあそのバスに乗れるかというと、そっち

まで行かないので、それに乗れないよということで、だから同じバスに乗りま

しょうよねと。ただし、例えば、実は拠点施設に今日は行きたいよという人は

そこで降りずに、最終的に振興事務所等に寄っていきますので、ここで降りま

しょうよということですので、違うバスに乗るということとはちょっと違うか

なというふうで、どうでしょうかね。 

理 事  一番最後まで行って、拠点を通らないところは終点まで行って、最後に振興事

務所に寄るという。 

事務局  そうそう、そういう感じですね。 

理 事  ああ、なるほど。 

事務局  はい、そういう感じですので。 
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理 事  行きは？ 

事務局  行きは学校に行きますので、それはちょっと違うかなと思いますけど。 

理 事  いや、もし学校に行きたくないけど、拠点で今日行きたいなという配慮とかも

含めた拠点だったような気がしたんですけど、拠点をつくるというコンセプト。

なぜ拠点をつくるのかって言われたときに、その拠点とスクールバスの関連性

というのはどうなのかな。 

事務局  まだ細かな運行は考えてませんけれども、例えば行きの場合でも同じかなと思

ってます。例えば乗って、最終的にまた元に戻るんですけれども、その戻ると

きに振興事務所へ寄るということかなと思ってますが、まだちょっと細かなそ

の辺の運行は、ちょっとこれからまた詰めていきますけども。 

理 事  もちろん、これからだと思うんで。なので、拠点との関係を多分しっかりとい

うところがという理解。 

事務局  そうですね。そこもこれからの具体的な運行で考慮させていかなきゃいけない

ポイントだなと考えてます。 

理 事  あとごめんなさい、もう１点いいですか。Ｗｉ－Ｆｉなんですけど、これ大丈

夫ですかという。 

事務局  大丈夫といいますと。 

理 事  電波が届かないところが多々あると思うんですけど。 

事務局  そうですね、はい。実際に私らも通ってるときに届かないとこありました。そ

こはいかんとし難いところが現実的にありますよね。 

理 事  ですよね。 

事務局  はい。そのある一定区間というところが確かにあろうかと思いますので、そこ

も何とか通信事業者側との協議も必要かなと思ってます。 

理 事  分かりました。 

     すみません、最後に１点だけ。これ実際、全１６ルート乗られて検証はされた

んでしょうか。 

事務局  バスの事業者もルートを走らせていただいておりますし、こちらの担当のほう

でも確認はさせていただきました。 

理 事  その感想等とかも、保護者の説明のときにしていただける。道がどうだったと

か、ぐねぐね道、大丈夫だったとか、多分そういった意見が出ると思うんです

けど。 

事務局  そうですね。もちろん、そうですよね。 

理 事  はい、ありがとうございます。ぜひそういう意見を、実際に体験した意見とい

うのを言っていただけると、より分かりやすいかなというふうに思いましたの

で、よろしくお願いいたします。 

理事長  ほかはよろしいですか。 

     ほかに意見がないようですので、課題１１、スクールバスの運行に関すること

については、この理事会の意見等を踏まえ、原案を今後総会に諮ることといた

します。よろしいでしょうか。 

理 事  はい。 
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理事長  はい、ありがとうございます。 

     では、続きまして課題１３、部活動に関することについて、環境部会より説明

を求めます。 

     環境部会長、お願いをいたします。 

環境整備・ＰＴＡ・コミスク部会会長 

     はい、同じく私から申し上げます。 

     並行して行いましたので、１１月、１２月、２月、３月と４回行っております。

１１月の場面では、現在、恵南地区の中学校でどんな部活動が行われているか

というのを、恵那市の東・西・北中の部活動の現状等も併せて確認をさせてい

ただきました。そこの中で、恵南地区ではやってないような部活動等もいろい

ろ出ておりました。委員さんは多分これはちょっとびっくりされたというか、

認識を新たにされたようなところが多々あったかと思います。 

     それを受けまして、１２月のほうでは、アンケート内容について協議をしまし

て、１月下旬に各学校のほうで実施をするということになりました。２月の３

回目では、そのアンケートの集計結果を受けまして、今の小学校から中学校の

子たちが部活動に対してどんな感想をというか、どうした認識でいるのかなと

いうことを確認させていただきました。 

     小学校は当然、部活らしきものがありませんので、その中で聞いたところ、非

常に高い率で部活動に入りたいという意見が出てきております。それと現状、

中学校で活動をしている生徒たち、これは４人のうち３人が満足をしていると

いう結果を示していただきました。 

     部活動に関する提言の案を次の回に示すということで、３月にそれを示してい

ただいて、子どもたちの意見を基にして、こんな部活動がしたい、あるいはこ

んな考え方の下で中学校で部活動をやりたいというようなことをまとめて、４

回を終えております。 

     以下、事務局のほうでお願いします。 

理事長  はい、ありがとうございました。 

     じゃあ事務局のほう、よろしくお願いします。 

事務局  では、また私のほうから説明させていただきます。 

     同じそのページの２、部活動に関するまとめ。このようにして先ほどご説明が

あった意見を取りまとめさせて、こういう形で新しい中学校でできるように考

えてほしいということをまとめさせていただいております。例えば、この①に

あるように、やはり文化系がなかったというところで、文化系の部活動も複数

設置できるようというような考え方。そして③、地域の特性、子どもたちのア

ンケートの結果、こういうことも踏まえてほしいよねというとこで、例えば小

学校、中学校ともバドミントン、バスケット、家庭など、こういうところが特

に人気が高かった意見が出ておるというところ。もう一つ、それぞれの地域で

やはり伝統芸能ということも盛んに行っております。こういう部活動もあって

もいいんじゃないかというところも、まとめさせていただきました。 

     ページをめくって、次のページになりますけれども、例えば６番ですね。この



 20

学校開校後もちょっと様子を見ながら、設置部活動を決めてってほしいよねと

いうことです。これ、開校したときに部活動を決めて、例えば人数が少なかっ

たから数年後にやめてしまおうねということじゃなくて、ちょっとしばらくは

様子を見ながら、そうするとやっぱりその部活動をやりたいよねという子が多

く集まるようであれば、やっぱり続けていってほしいというところで、ちょっ

と様子を見てほしいというところの意見です。 

     あと、活動日のこともまとめてあります。①にあるように、年間通じて週一、

二回程度、活動日は確保してほしいし、②にあるように、その活動時間は１単

位時間、授業１時間程度は何とか確保できないでしょうかというところです。 

     あと、その他としては、①にあるように、それぞれ５つの中学校でこれまで取

り組んできた部活動は、やっぱり継続してほしいですよねというところですね。

それで、この今までやってきたけど、新しい学校へ行ったら何かなくなってた

というふうにならないように、やっぱり継続してやっていきたいということも

あるので、それについては継続してほしいですねということにしております。 

     このようなまとめ方をさせていただいて、これを今後、その開校に向けて校長

会等で検討をしていく中で、今後の生徒さんになる子どもたちの意見を、ちょ

っとこれからどういうふうに擦り合わせるかは分からないにしても、こういう

ような考え方でもって部活動というものを決めていっていただきたいという形

でまとめさせていただきました。 

     ３にあるように、アンケートの結果、資料として添付してあります。特に表が

あるように、ここが市内の中学校の現在ある部活動を、この丸印でつけさせて

いただいております。例えば、恵那西、恵那東ですと、全部で１２の種目が現

実に存在して、部活動として動いているというところです。そこでいきますと、

例えば岩邑ですと５種目、山岡は４種目、明智は５種目、串原は１種目、上矢

作は２種目と、現状こういうところですけれども、この議論の中でも、統合す

れば３００人以上の生徒になるとすると、恐らく恵那西・東ぐらいの種目数の

部活動が可能になるんじゃないかというような情報提供もしながら、お話合い

をさせていただきました。 

     この右端にあるのが、小学校のアンケート、中学校のアンケートで、やりたい

よというようなところの、この数を示してあるんですが、やっぱりバスケット

が小学校で８３、バドミントンやと８４、美術、家庭科の、この辺のあたりが

多く、やってみたいわとかいうようなご意見が上がったところになっておりま

す。また、そのほかでも、この下のほうにいろんな活動はどうだというような

ご意見もアンケートでは拾わさせていただいてます。こういう資料を基に考え

ていっていただければということで、部会のほうとしてはまとめさせていただ

きましたので、これを基にして、新中学校でも検討していただければというふ

うにさせていただきたいと考えました。 

     説明は以上でございます。 

理事長  はい、ありがとうございました。 

     ただいま部会長から、そして事務局よりご説明がありましたけど、何かご意見
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はありませんでしょうか。ご意見のある方は挙手をし、指名された後、ご発言

をお願いいたします。ご意見のほどお願いをいたします。 

     はい、どうぞ。 

理 事  すみません、部活動に関して、今、地域移行のことが進んでると思うんですけ

れども、そことの関係性についてはどのようにお考えなのか、その点について

はこの部会でちゃんと説明のほうをされているのかというところをお聞きした

いです。 

事務局  じゃあ、よろしいですか。 

理事長  はい、どうぞ。 

事務局  その話題もありましたし、その状況も報告させていただきました。すごく、今、

過渡期でございます。これから地域移行というのは、恵那に限らず全てに関し

て進めていく課題ではあります。ただ、なかなかまだ種目によって、じゃあ具

体的にそれをどう、どの種目がどう地域移行になっていくのか、現実的に地域

移行に近い形でクラブ活動としている種目も現に存在してますし、それが今後、

じゃあ例えば体育系ですと、中体連とかの体育大会への流れが今度というふう

に、例えばバスケットやったらバスケで、どういうふうな流れで地域クラブが

参画して、具体的な学校との関わりはどうなってというのは、まだ過渡期で明

確な答えがまだできてない状態というのもお話しさせていただいております。 

     ですので、ここでまだそこまでの議論が、部会の皆様ではやはりなかなかでき

ませんよねというところが意見としてありましたので、ちょっとそこに関して

は部会でどうというまとめはできませんでした。ですけれども、こんな部活と

いうご提言としてまとめさせていただいたというところまでの、部会での協議

の様子を、ちょっと今お伝えさせていただきました。 

理事長  ありがとうございました。 

理 事  すみません、追加で。 

     今、恵那地区の地域移行はどのように、各学校はどうなってるんでしょうか。

岩邑とかは来年から移行するような話もちらっと、うわさでなんですけど、聞

いたりとかしてるんですけれども、ほかの地域とかはもうあれなんですよね、

まだ部活動を続けてる状況。恵那西とか東とか。 

事務局長 それは、私のほうから答えます。 

     基本的に、今現在の中学校の運動系の部活動も含めた部活動につきましては、

休日の活動は保護者クラブの方が運営をやっているというのが現状です。ただ、

そこはまだ保護者クラブという段階ですので、この保護者クラブというやり方

が地域移行に入ることもありますし、これはあくまで保護者クラブの方々が運

営してるよということもあります。現段階では、まだそういった状況になって

いるということです。 

     スポーツ省が示す方針によると、今まさに令和５年・６年・７年、このあたり

が段階的に休日の部活動から地域に移行していきましょうというような段階に

なってますので、ここはもうちょうど真っただ中というところがあることから、

その様子を少し見る必要があるというところです。それ以降について、まず土
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日が地域のクラブであったり、保護者クラブであったりというような運営にな

ってくるかなと。種目によっては、例えば陸上なんかでいうと去年あたりから、

学校名で出る大会とクラブ名で出る大会、どちらで出てもいいよというような

状況になってます。これは今年も、令和６年度も同じです。 

     それがだんだん、この先その状況が確定して、固まっていくと、最終的には中

体連という大会がクラブで出ていいよというような形になってくると思ってま

す。現在でも、種目によっては令和５年度から、もうクラブ名で中体連の大会

に出ることは可能です。なので、学校名で出るかクラブ名で出るかというのが、

今、両方ある段階。これが何年かすると、数年すると、多分クラブでしか出ら

れなくなる可能性があるかもしれない。 

     そんな今状態ですので、ここは新たに８年から始まる学校ですので、その辺の

状況を見極めながら、どういう部活動をしていくか。それが、休日は地域クラ

ブが運営する、平日は学校の部活動としてやるというケースになるかもしれま

せんし、もちろん、そこは種目が違ってもいいかもしれないですね。ただ、サ

ッカーのように、クラブ登録している子は、今、中体連は出られません。スポ

ーツによっては、そういう明確なルールがあるところもありますので、ここは

種目によって、一概には言えないというところです。 

     以上です。 

理 事  ありがとうございます。 

理事長  よろしいでしょうか。 

理 事  はい。 

理 事  ちょっと関連で質問したいんですけど、分かりやすい表がつくってあるんです

けど、この部活動に対応する形で、今、話されたように、岩邑、山岡、明智、

串原はそれぞれ、土日の保護者クラブ、土日クラブって言われましたけど、そ

れを全て持ってますか。 

事務局長 持ってます。 

理 事  裏返しとして。 

事務局長 はい。 

理 事  だとしたら、きっとその部活動を考えるときに、このクラブとの関係も考えて

いかないと。 

事務局長 当然、そうですね。 

理 事  クラブは社会体育だから、学校のほうで部活なしにしますよって言っちゃうと、

社会体育を一生懸命やってくださる人に対して申し訳ないと思うので、よく関

連取りながら考えていかないと。 

事務局長 そうですね、はい。今はまだ、先ほど申しましたように、保護者の方がクラブ

をつくって土日の運営をしていただいている段階ですので、これが競技スポー

ツ団体がどう絡んでくるかとか、そういったところは当然調整する、調整して

いく必要はあると思います。 

理事長  はい、ありがとうございました。 

     ほかにご意見がなければ。ほかにご意見がないようですので、課題１３、部活
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動に関することについては、この原案を今後総会に諮ることにいたします。よ

ろしいでしょうか。 

理 事  はい。 

理事長  はい、ありがとうございました。 

     本日の議題審議は以上です。 

     では、進行を事務局に戻します。 

     委員の皆様方、本当にありがとうございました。 

事務局  はい、ありがとうございました。３議案について皆さんご承認いただきありが

とうございました。 

     それでは、その他というところで何かご意見等ございましたら、この場をもっ

て、よろしくお願いいたします。 

理 事  すみません、１つだけいいですか。 

事務局  はい、どうぞ。 

理 事  総務部会でちょっと１点、話があったんですけど、５地域での保護者説明会を

していただけるというようなことをおっしゃってたんですけれども、その後の

進捗具合はいかがでしょうか。 

事務局長 新しい会長さんが、間もなくＰＴＡさんには、会長さんというか、代表、会長

さんが替わると思いますので、ここには４月に入ったら早々に、先ほど申しま

したように、最初に委嘱させていただいた皆さんは、３年間という委員の任期

で委嘱をさせていただいてます。ただ、組織の都合で委員を交代されるという

方もあるかと思いますので、そういったところのご案内も含めながら、５月の

中頃には５地域全体の意見交換会をしたいなというところで、新しい会長さん

のほうにご案内をしながら調整をしていただくつもりで今考えてます。 

     以上です。 

事務局  よろしかったですか。 

理 事  はい。 

事務局  はい、ありがとうございます。 

     そのほか、どうでしょうか。よろしいでしょうか。 

     ではちょっと、少し事務局から、今、局長が申し上げましたように、委員の交

代ということもございますので、少しそのことについて事務局のほう。 

事務局  私のほうから少しお話しさせていただきます。 

     座って失礼いたします。 

     今ちょっとお話がございましたが、いろいろ都合とか事情により、委員さんが

代わられることがこれからあるかと思います。既にＰＴＡ会長様宛て、それか

ら保護者会長様宛てにご連絡をさせていただいておりますが、４月の中旬から

下旬にかけて、こちらのほうから再度、新しいＰＴＡ会長さん、それから保護

者会長様宛てに手紙を送らさせていただきますというふうにご案内をさせてい

ただいております。内容といたしましては、交代に係る手続、それからそれに

係る書式なんかを、こちらのほうから配送させていただきますというふうに現

在ご案内させていただいております。もし委員の交代があるときにつきまして
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は、そちらのほうの手続に沿って委員の交代をしていただきたいというふうに

思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局  そういうことですので、よろしくお願いいたします。そのことによりまして、

今回、この理事の皆様の中で交代する方がいらっしゃいましたら、本当に１年

間ありがとうございました。いろんな議論をいただきまして、本当に感謝して

いるところです。ありがとうございました。 

     また５月にも、本日決定された事項について承認をいただくために、総会等も、

今、計画してるとこでございますので、新しい方、さらにはまた引き続き委員

としてこちらのほうで行っていただける方、そういう方にまたご案内等を出さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

     それでは最後に、副理事長様のほうから閉会の挨拶をお願いいたします。 

副理事長 どうも本日は大変慎重審議、誠にありがとうございました。今日幾つも課題が

出ました。前回、私、幹事長会議でも申し上げましたけど、委員会、幹事会、

理事会、総会、きっちりスケジュールを組んで進めていただかないと、我々の

予定を聞いて理事会はどうですかというような形じゃなく、もう事前にある程

度の予定をしっかり立てていただいて進めていただきたいなというふうに思い

ます。それと、４月から人事異動で教育委員会のほうも替わられる方は見えま

すし、先ほどお話があったように、委員の中でも交代されることがあると思い

ます。１年間、大変ご苦労さまでございました。 

     また新年度になって、よりよい学校をつくっていきたいというふうに思ってお

りますので、皆様方のお力をいただきながら進めてまいりたいというふうに思

っておりますので、今後ともよろしくお願いをいたしまして、本日の会を閉会

させていただきたいと思います。本当にご苦労さまでございました。 

事務局  ありがとうございました。 

 

 


